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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○笠井委員長 ただいまより、民生常任委員会を開会します。 

本日の会議に、菅原、植木両委員から欠席する旨の届出があります。 

それでは、会議を進めてまいります。 

初めに、１、請願・陳情議案の審査についてを議題といたします。陳情第３０号及び陳情第３１

号の以上２件につきまして、それぞれ令和７年１２月２０日に陳情提出者から、趣旨・補足説明の

希望を取り下げる旨の申出があったことから、申出どおり扱うこととしたいと思いますが、委員の

皆様から特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○笠井委員長 なければ、この件につきましては説明を受ける予定でありましたことから、本日の

ところは陳情の判断を保留とすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○笠井委員長 それでは、今回は保留とさせていただきます。 

次に、２、令和８年第１回定例会提出議案についてを議題といたします。議案第１号、議案第２

号、議案第５号、議案第７号、議案第１０号及び議案第１２号の以上６件につきまして、理事者か

ら説明願います。 

○樽井市民生活部長 議案第１号、令和７年度旭川市一般会計補正予算のうち、市民生活部所管に

関わる事項につきまして御説明申し上げます。 

補正予算書を御覧ください。物価高騰による燃料費、光熱水費等の増加に伴い補正する事業とし

ましては、２２ページから２６ページにかけてお示ししており、７事業、１千１２７万２千円とな

っております。その内訳につきましては、２２ページ、２款１項５目市民活動費の東部まちづくり

センター管理費で７２万３千円、地域活動センター管理費で１３万９千円、２款１項１０目支所及

び出張所費の神居支所及び神居古潭出張所管理費で２７万４千円、江丹別支所及び嵐山出張所管理

費で１５万９千円、永山支所管理費で１２４万４千円、東鷹栖支所管理費で１４万２千円、２６ペ

ージ、４款１項４目火葬場費の旭川聖苑管理費で８５９万１千円となっており、財源につきまして

は、全額一般財源で措置しております。 

次に、戻りまして２３ページ、２款３項１目戸籍住民基本台帳費の次世代窓口構築運営費１億６

千９７３万円についてであります。こちらは、旭川市次世代窓口グランドデザインに基づき窓口業

務改革を行い、市民満足度の向上と業務の効率化を図っていこうとするもので、ＡＩ機能を活用し

たシステムの開発や機器の導入等に要する経費を計上しております。財源につきましては、本事業

が総務省の自治体フロントヤード改革モデルプロジェクトに採択されていることから、国庫支出金

で１億円、市債で６千万円、一般財源で９７３万円を措置しております。 

次に、戻りまして３ページ、第２表繰越明許費補正の追加分を御覧ください。下から２段目、市

民課ＤＸ推進費につきましては、戸籍に記載されます氏名の振り仮名を住民票等に記載するための

住民基本台帳システムの改修に要する費用について、令和７年第４回定例会において議決をいただ

いたところでありますが、事業が年度内に完了しないことから１千６８３万円を、その下の段にな

りますが、先ほど御説明いたしました次世代窓口構築運営費につきまして、こちらも事業が年度内



- 2 - 

に完了しないことから補正額の全額を、それぞれ令和８年度に繰越ししようとするものであります。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○川邊福祉保険部長 福祉保険部所管の令和８年第１回定例会補正予算について御説明申し上げま

す。 

まず、議案第１号、令和７年度旭川市一般会計補正予算でございます。補正の理由が国庫補助金

の精算等に伴う償還のみの事業は、個別説明は省略させていただきますが、補正予算書の２３ペー

ジから２５ページにかけて７つの事業で合計３千９１２万２千円を補正いたします。財源は、諸収

入が１６万８千円、一般財源が３千８９５万４千円となります。 

続きまして、それ以外の事業について御説明を申し上げます。補正予算書２３ページを御覧くだ

さい。３款１項２目障害者福祉費の障害者自立支援給付費につきましては、令和６年度に交付を受

けた国庫負担金の精算に伴う償還金として８千１５１万３千円を、障害福祉サービス利用者の増加

等に伴う扶助費として３億３３１万３千円の合計３億８千４８２万６千円を補正いたします。財源

は、国庫支出金が１億５千１６５万６千円、道支出金が７千５８２万８千円、一般財源が１億５千

７３４万２千円となります。 

次に、視覚障害者情報提供推進費につきましては、国の制度改正に伴い給与改定を行う視覚障害

者情報提供施設への補助金として２０７万７千円を補正いたします。財源は、国庫支出金が１０３

万９千円、一般財源が１０３万８千円となります。 

次に、地域活動支援センター等事業者物価高騰対策支援金と２４ページの３款１項３目老人福祉

費の介護サービス等事業者物価高騰対策支援金につきまして、これらは北海道が物価高騰対策とし

て事業運営の負担軽減を目的に法定サービス事業者へ食材費、光熱費等の支援を予定しております

が、本市独自の取組として北海道の対象外となっている地域活動支援センターや有料老人ホーム等

へ同様の支援を行うもので、それぞれ３５万４千円と１千３８１万５千円を補正いたします。財源

は、全額国庫支出金になります。 

次に、３目老人福祉費の老人福祉施設等整備推進補助金につきましては、令和５年度補助事業に

係る消費税等仕入税額控除に伴う道への償還金として１１万４千円を、認知症高齢者グループホー

ム等が行う施設整備に対する補助金として１億７８６万円の合計１億７９７万４千円を補正いたし

ます。財源は、国庫支出金が７千７０６万円、市債が３千８０万円、諸収入が１１万４千円となり

ます。 

次に、介護保険事業特別会計繰出金につきましては、居宅介護サービス受給件数の増等に伴う繰

出金として５千６０８万４千円を補正いたします。財源は、全額一般財源です。 

次に、高齢者バス料金助成費につきましては、寿バスカードの利用回数の増に伴う扶助費として

２千２４４万３千円を補正いたします。財源は、全額一般財源です。 

次に、２５ページを御覧ください。２項２目児童措置費の障害児通所給付費につきましては、令

和６年度に交付を受けた国庫負担金の精算に伴う償還金として４千４６１万１千円、障害児通所支

援の利用者の増加による審査請求件数の増に伴う手数料として３９万円、障害児通所支援の利用者

の増等に伴う扶助費として２億４千３８０万４千円の合計２億８千８８０万５千円を補正いたしま

す。財源は、国庫支出金が１億２千１９０万２千円、道支出金が６千９５万１千円、一般財源が１

億５９５万２千円です。 
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次に、３項２目扶助費の生活保護等費につきましては、令和６年度に交付を受けた国庫負担金の

精算に伴う償還金として１億３千６１２万６千円、医療扶助費等の増加に伴う扶助費として５億３

千９０２万３千円の合計６億７千５１４万９千円を補正いたします。財源は、国庫支出金が４億４

２６万７千円、一般財源が２億７千８８万２千円となります。 

次に、生活保護等費追加給付事業費につきましては、平成２５年８月の生活保護費の基準改定を

違法とする最高裁判所の判決を受け、影響を受けた世帯に追加給付を行うものでございます。本市

で対象となる世帯は約１万６千世帯と推測しておりますが、令和７年度は複雑な計算を要さず、年

度内に支給額を確定できる単身の継続世帯など約３千世帯を対象とし、３億４千８７万４千円を補

正いたします。財源は、国庫支出金が２億５千７０１万８千円、一般財源が８千３８５万６千円と

なります。なお、残りの世帯につきましては給付金額の算定に時間を要することから、令和８年度

当初予算での給付を予定しております。 

続きまして、繰越明許費補正について御説明いたします。補正予算書４ページを御覧ください。

福祉保険部所管分は、第２表繰越明許費補正（追加分）の表中、３款１項社会福祉費の３つの事業、

地域活動支援センター等事業者物価高騰対策支援金、介護サービス等事業者物価高騰対策支援金、

老人福祉施設等整備推進補助金でございます。いずれも、ただいま御説明いたしました補正額の一

部を令和８年度に繰り越し、事業を実施しようとするものであります。 

次に、債務負担行為補正についてであります。補正予算書６ページを御覧ください。第３表債務

負担行為補正（追加分）のうち、福祉保険部所管は上から２つ目、３つ目、４つ目の３つの事業で、

高齢者バス料金助成乗車証交付申請書兼受領書等封入封緘業務、引取り人のない遺体移送業務、保

護決定通知書等印刷及び封入封緘業務について、今年度中に委託契約を行う必要があるため設定し

ようとするものであります。 

続いて、議案第２号、令和７年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算であります。補正予

算書４０ページを御覧ください。７款１項４目その他償還金であります。令和６年度に交付を受け

た国庫負担金の精算に伴う償還金として３８６万４千円を補正いたします。財源は、全額繰入金で

あります。 

続いて、議案第５号、令和７年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算であります。補正予算書

４７ページを御覧ください。２款１項１目、居宅介護サービス給付費であります。受給件数の増に

伴う負担金として２億３千２６８万７千円を補正いたします。財源は、国庫支出金６千３７０万９

千円、道支出金２千９０８万６千円、支払基金交付金６千２８２万５千円、繰入金７千７０６万７

千円でございます。 

次に、３目地域密着型介護サービス給付費であります。受給件数の増に伴う負担金として１億２

千１９０万６千円を補正いたします。財源は、国庫支出金３千３３７万７千円、道支出金１千５２

３万８千円、支払基金交付金３千２９１万４千円、繰入金４千３７万７千円でございます。 

次に、２項１目高額介護サービス費であります。受給件数及び１件当たりの金額の増に伴う負担

金として１千９０２万２千円を補正いたします。財源は、国庫支出金５２０万８千円、道支出金２

３７万７千円、支払基金交付金５１３万６千円、繰入金６３０万１千円でございます。 

次に、４８ページを御覧ください。２目高額医療合算介護サービス費であります。受給件数及び

１件当たりの金額の増に伴う負担金として１１２万１千円を補正いたします。財源は、国庫支出金
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３０万７千円、道支出金１４万円、支払基金交付金３０万３千円、繰入金３７万１千円であります。 

次に、３項１目審査支払手数料であります。審査件数の増に伴う手数料として３０万３千円を補

正いたします。財源は、国庫支出金８万３千円、道支出金３万８千円、支払基金交付金８万２千円、

繰入金１０万円でございます。 

次に、３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費であります。利用件数の増に伴う手数料

及び負担金として７千２００万１千円を補正いたします。財源は、国庫支出金１千９７１万３千円、

道支出金９００万円、支払基金交付金１千９４４万円、繰入金２千３８４万８千円でございます。 

次に、４９ページを御覧ください。３項２目任意事業費の家族介護支援事業費であります。利用

者数の増に伴う扶助費として１０６万６千円を補正いたします。財源は、国庫支出金４１万円、道

支出金２０万５千円、繰入金４５万１千円となります。 

最後に、議案第７号、令和７年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算となります。補正予算書

の５１ページ、債務負担行為を御覧ください。後期高齢者医療システム用ファイアウォール賃借料

について、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの長期契約を年度内に締結する必要が

あることから、債務負担行為を設定するものであります。 

以上が今回提案しております補正予算の概要となります。よろしくお願い申し上げます。 

○山口健康保健部長 議案第１号、令和７年度旭川市一般会計補正予算のうち、健康保健部所管分

の補正予算につきまして御説明を申し上げます。 

補正予算書の２６ページを御覧ください。初めに、４款１項３目環境衛生費の説明欄１つ目、普

通公衆浴場燃料価格等高騰対策費６５５万円についてであります。日常生活において、その健康の

保持及び保健衛生上必要不可欠なものとして利用される普通公衆浴場は、物価統制令に基づく入浴

料金の統制により原油及び物価高騰による影響を特に受けやすいことから、燃料価格等の高騰の中

においても衛生的管理を確保しながら事業を継続できるよう、燃料価格等の高騰分の一部を支援す

るため補正しようとするものでございます。なお、財源につきましては、全額国の交付金としてお

ります。 

次に、前年度等に交付を受けました国庫補助金及び負担金の精算に伴う償還金を補正するものが

６件ございますが、２目予防費の５件、がん対策費３万１千円、難病相談支援費１万５千円、感染

症予防対策費５４２万１千円、予防接種費２千４０７万１千円、結核医療費公費負担事業費１４５

万２千円、その下の３目環境衛生費の１件、試験検査費８万６千円であり、財源はいずれも全額一

般財源となっております。 

以上が健康保健部所管分の補正予算の概要でございます。 

○太田環境部長 議案第１号、令和７年度旭川市一般会計補正予算のうち、環境部所管に関わる事

項につきまして御説明を申し上げます。 

旭川市一般会計補正予算書２６ページを御覧ください。２６ページ中段にございます、４款１項

３目環境衛生費、環境基金積立金でございます。本事業はふるさと納税などでいただいた寄附金を

環境保全に関する事業の必要な経費に充当するものでございますが、本年度の寄附金が当初の予定

額を上回ったことから、１千３８１万７千円を補正するものでございます。財源は、全額環境基金

寄附金でございます。 

次に、６ページを御覧ください。６ページの第３表債務負担行為補正（追加分）でございます。
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いずれも今年度内に契約を締結する必要がありますことから、債務負担行為を設定しようとするも

のでございますが、表の下から２つ目、指定ごみ袋製造費につきましては、市民が購入する指定ご

み袋の必要数を早急に確保するためで、期間は令和８年度、限度額は１億２千７４５万４千円、財

源につきましては、家庭ごみ処理手数料収入及び諸収入となってございます。 

次にその下、旧中園廃棄物最終処分場施設解体実施設計業務委託料及び７ページの一番上にござ

います近文リサイクルプラザ管理棟ほか解体設計業務委託料につきましては、解体工事費を早期に

確定させ予算に反映させる必要があるためで、いずれも期間は令和８年度、限度額は１千５００万

円、財源につきましては、市債及び一般財源となってございます。 

次にその下、環境センター２号井戸水中ポンプ設置業務委託料につきましては、春先から希釈水

量が増加することから早急に２号井戸を使用できる状態にする必要があるため、期間は令和８年度、

限度額は８００万円、財源は、市債及び一般財源となってございます。 

最後に、同ページの一番下になりますが、令和８年度分施設維持管理業務等委託料８億７千５７

３万７千円のうち環境部所管分につきましては４億１千４７８万円となっており、旭川市環境セン

ター運転管理業務委託ほか４件の債務負担行為を設定しようとするものでございます。 

環境部からの説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○木村市立旭川病院事務局長 令和８年第１回定例会提出議案のうち、市立旭川病院が所管するも

のにつきまして順次御説明を申し上げます。 

最初に、議案第１０号、令和７年度旭川市病院事業会計補正予算について、補正予算書により御

説明をいたします。 

補正予算書の５９ページを御覧ください。今回の補正予算につきましては、歳入予算補正と債務

負担行為の追加ということになっております。 

まず、歳入予算補正につきましては、決算見込みにおいて一般会計繰入金の積算に関わる経費等

の増減があったことに伴う一般会計補助金及び一般会計負担金の増額となっております。補正予算

書５９ページの実施計画上段、収益的収入及び支出でお示ししておりますとおり、収入の部、１款

３項３目一般会計補助金で基礎年金拠出金公的負担金の増等により４３２万３千円を、１款４項１

目本院で高度及び特殊医療不採算額の増等により８千３０８万４千円を、また、中ほどの資本的収

入及び支出でお示ししておりますとおり、収入の部、１款２項１目一般会計負担金でふるさと納税

寄附金額が当初予算額を上回る見込みとなったことにより３８１万７千円をそれぞれ増額しようと

するものであります。 

次に、債務負担行為につきましては、次のページ、６０ページの債務負担行為に関する調書にお

示ししておりますとおり、令和８年度分医療廃棄物運搬及び処分業務等委託料、高圧配電盤改修工

事費、病理組織検査業務委託料の３件について、新たに債務負担行為を設定しようとするものであ

ります。補正予算については以上となります。 

続きまして、議案第１２号、旭川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定

につきまして、議案書により御説明をいたします。 

議案第１２号を御覧ください。現在の当院の厳しい経営状況、また、コロナ禍以降の患者数の動

向等を踏まえまして、病床数の適正化により病床稼働率の向上を図るとともに、資金手当てとして

国の財政支援を活用するため、休床７２床を含む一般病床９２床、精神病床１４床、合計１０６床
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を削減しようとするものであります。これにより、許可病床数につきましては感染症病床を含め現

在の４７１床から３６５床となります。 

以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○笠井委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○笠井委員長 なければ、本日のところは説明を受けたということにとどめておきたいと思います。 

議案の説明に関わり出席している理事者につきましては、退席していただいて結構です。 

次に、３、報告事項についてを議題といたします。 

まず、使用料・手数料の見直し案に対する市民参加手続等について及び地域集会施設の活用に関

する実施計画（改定案）に対する市民参加手続についての以上２件について、理事者から報告願い

ます。 

○樽井市民生活部長 まず、使用料・手数料の見直し案に対する市民参加手続等について御報告い

たします。使用料、手数料の見直しに関する取組につきましては総務常任委員会所管の案件ではご

ざいますが、個別の使用料、手数料の所管部局として関係がありますので、使用料・手数料の見直

し案に対する市民参加手続等について関係部局を代表して市民生活部から御報告いたします。 

民生常任委員会が所管する使用料、手数料につきましては、住民センター、障害者福祉センター

などの使用料、市税の証明、犬の登録、指定ごみ袋などの手数料があり、関係する部局は税務部、

市民生活部、福祉保険部、健康保健部、環境部となります。 

それでは、資料の使用料・手数料の見直し案に対する市民参加手続等についてを御覧ください。

使用料、手数料の見直し案につきましては、昨年の１１月２１日から１２月２９日までの期間で意

見提出手続を実施するとともに市民説明会等を開催し、合計１８８件の御意見をいただきました。 

内容につきましては、まず（１）の意見提出手続におきまして、８７個人、３団体から９２件の

御意見が提出され、その内訳としましては、１個人、団体で複数の意見があるものもあり、延べ数

になりますが、料金設定に関するものが８１件、算定方法に関するものが１３件、施設の稼働率に

関するものが１２件などとなっております。 

次に、（２）市民説明会等につきましては、全体説明会や個別説明会、附属機関等を合計９４回

開催し、参加者数は５４９人で９６件の御意見をいただきました。その内訳は、延べ数で料金設定

に関するものが３１件、算定方法に関するものが１６件、減免に関するものが１１件などとなって

おります。意見提出手続でいただいた御意見に対する旭川市の考え方は、別紙１のとおり整理して

おります。 

続きまして、別紙２、使用料・手数料の見直し案（修正案）を御覧ください。こちらは、市民参

加手続での御意見等を考慮するなど当初案から修正するものになりますが、本委員会では別紙２の

３枚目、障害者福祉センターの使用料が該当いたします。後ほど、所管する福祉保険部から御説明

させていただきます。なお、別紙１及び別紙２につきましては、今月中にホームページで公表する

とともに、市政情報コーナーや各支所、公民館等での資料の供覧を予定しております。 

今回の修正案につきましては、今後、３月下旬までに各部局におきまして、附属機関等への説明、

報告を必要に応じて行うこととしております。附属機関等からいただいた御意見等も考慮しながら

４月上旬に料金改定の最終案を取りまとめ、６月の第２回定例会に関連議案を提出し、１０月から
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新料金を適用してまいりたいと考えております。 

続きまして、地域集会施設の活用に関する実施計画（改定案）に対する市民参加手続について御

報告いたします。地域集会施設の活用に関する取組につきましては、総務常任委員会所管の案件で

はございますが、施設所管部として関係がありますので御報告させていただきます。 

資料、地域集会施設の活用に関する実施計画（改定案）に対する市民参加手続についてを御覧く

ださい。本件につきましては、先ほど御報告いたしました使用料、手数料の見直しと重なる内容も

ありますことから併せて取組を進めてきており、こちらも同様に昨年の１１月２１日から１２月２

９日までの期間で意見提出手続を実施するとともに市民説明会等を開催し、合計５５件の御意見を

いただきました。 

内容につきましては、１の意見提出手続におきまして１０個人から１０件の意見をいただきまし

た。その内訳は、１個人で複数の意見があるものもあるため延べ１２件でありまして、地域集会施

設に関して８件、うち施設運用が３件、料金設定が２件、地域集会施設を含めた公共施設の在り方

等が３件などとなっております。 

次に、２の市民説明会等を御覧ください。こちらは先ほど御報告いたしました使用料、手数料の

見直し案における市民説明会等のうち、地域集会施設に関する部分を抜き出して記載しております。

開催状況につきましては、全体説明会、個別説明会、附属機関等を合計３８回開催し、参加者は２

１０名で４５件の御意見をいただきました。その内訳、延べ数で地域集会施設に関する意見が４１

件、料金設定に関する意見が１１件、稼働率に関する意見が５件などとなっております。 

今回の意見提出手続と市民説明会等を受けまして、施設の運用や在り方などについていただいて

いる御意見につきましては、今後の施設運営等に生かしてまいりますが、実施計画改定案の内容に

つきましては変更せず進めてまいりたいと考えているとこでございます。なお、意見提出手続にお

ける意見と旭川市の考え方は別紙のとおり整理しており、今月中にホームページで公表するととも

に、市政情報コーナーや各支所、公民館等での資料の供覧を予定しております。 

今後につきましては、附属機関での審議等を経て、令和８年度に改定案として策定する予定でご

ざいます。 

報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

○笠井委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○笠井委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席して

いただいて結構です。 

次に、使用料・手数料見直し案における旭川市障害者福祉センター使用料の修正について、障害

児通所給付費の返還金請求状況について及び生活保護関係書類の流出等に係る保護費未支給の調査

状況についての以上３件について、理事者から報告願います。 

○川邊福祉保険部長 まず、旭川市障害者福祉センターの使用料についてパブリックコメントの意

見を受けて修正を行いますので、御報告申し上げます。 

旭川市障害者福祉センターの障害者等の使用料については、パブリックコメントの資料にありま

したとおり本市の施設の設置目的に応じた料金設定の対象施設として、施設を開設した平成１４年

から現在まで、障害者等の使用料を一般の３分の１以内と設定し運用を行ってまいりました。パブ
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リックコメントの案においては、算定シートにおいて受益者負担割合を一般は５０％、障害者等は

一般の３分の１をという考え方の下、１７％を乗じて算出した料金をお示しいたしました。しかし

ながら、個別説明会において一般料金の３分の１を超える部屋があるという御意見をいただいたた

め、会議室２及び音響スタジオにおいて、一般料金の３分の１を障害者等の使用料とをすることに

修正をするものであります。 

なお、このうち音響スタジオにつきましては、音響機器の老朽化や機器使用状況などから、今回

の見直しで機器使用分を控除して算出したため、現行料金よりも低い額となっているものでござい

ます。本件につきましては以上です。 

続きまして、障害児通所給付費の返還金請求状況について御報告を申し上げます。本件は昨年１

１月の常任委員会で報告いたしました事業所の指定取消処分に伴う障害児通所給付費の不正受給に

関わるもので、不正額の確定、請求及び回収作業について、現状報告をするものでございます。 

不正受給を行ったのは市内２か所で障害児発達支援及び放課後等デイサービスを提供していた帯

広市所在の一般社団法人杪の杜であり、令和７年１１月３０日をもって指定取消処分を行っており

ます。不正による返還金請求や回収作業は指導監査課から引き継いだ障害福祉課で行っており、現

在確定した不正返還総額１千４８２万９千４７２円を２回に分けて法人宛てに請求を行っておりま

す。このうち、先に請求した第１回請求分について、納付期限までに入金が確認されなかったこと

から督促状、催告書を送付し返還を促しておりますが、いまだ入金に至っておらず、併せて法人の

財産調査に着手したところでございます。 

この給付費は徴収最高債権に該当するため地方税等の滞納処分と同様の手続を踏む必要がありま

すことから、資産がある場合には差押えなどの強制徴収を行っていく予定であります。また、国２

分の１、道４分の１、市４分の１の割合で給付を行っておりますことから、この不正額が事業所か

ら返還されなかった場合には国と道への返還について本市に負担が生じることから、現在回収に向

けて全力で当たっている状況でございます。本件について、報告は以上になります。 

最後に、生活保護関係書類の流出等に係る保護費未支給の調査状況について御報告いたします。

先月２０日の常任委員会において、生活保護関係書類の流出と保護費の未支給について御報告させ

ていただきました。その後の調査により前回報告した分以外にも未支給事案が確認されましたので、

配付した資料で御報告をいたします。 

資料の２、調査の方法であります。まず、当該職員についてでありますが、書類が流出した７つ

の世帯からの聞き取りとともに、これ以外、このとき判明した分以外で当該職員が配属後３年間で

担当した１９８世帯に書面を送付し、未支給のあるなしについて情報提供を依頼いたしました。こ

れらの調査と併せて申請書の受理簿、管理台帳、生活保護システムにおいて、申請書や領収書等の

突合作業を行い、未処理の有無について調査をいたしております。 

あわせて、それ以外の全てのケースワーカーについてでありますが、未処理の書類が机の中に紛

れていないかどうかを確認いたしました。同じく、併せて申請書の受理簿、管理台帳、生活保護シ

ステムにおいて申請書や領収書等の突合作業を行い、未処理の有無について調査を行っております。 

３の調査の結果でございます。まず、（１）番の当該職員に関連する部分であります。文字だと

少し複雑になりますので次のページの表で御説明をいたします。表の左側、縦列の数字、番号が入

っておりますが、これはそれぞれの世帯、つまり対象となる保護者を表しております。 
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左から縦の２列目、１番から３番までの３件、これが前回確定分ということで御報告した分であ

ります。Ａの記載がある合計４万２千９１２円となっております。このうち、１番の方ですが既に

死亡をしておりますことから、現在支給方法について検討をしている状況にあります。 

続きまして、左側、縦の３列目及び４列目、これが今回調査で新たに判明して御報告をする部分

ですが、まず、書類の突合調査により未支給があるというふうに判明し、額が確定できたものが３

列目に記載をいたしております。符号のＢ、Ｃ、Ｄでありますが、この合計で７万６千３１３円と

なっております。このＢ、Ｃ、Ｄのアルファベットの区分は脚注にもありますが、もう既に支給処

理済みかどうかの時期の区分を表しております。なお、このうちＤの部分ですが、これは本人では

なく医療機関への未支給分を表しております。 

続きまして、一番右側の列、左から４列目ですが、Ｅを付番しております。このＥについては全

て、前回書類が流出した方、１番から４番まで前回書類が流出した方になりますが、そのときに直

接訪問して状況を伺った際に判明分以外にも未支給があるという申出があったり、あるいは我々の

調査で突合作業を行ったときに、前後の期間の支給状況から恐らく未支給があるであろうというふ

うに推認されるものであり、これは今後検討の上、最終的に金額を決定し支給をしていく考えでご

ざいます。 

なお、当該職員に関連する部分で先ほど御説明いたしましたが、過去に担当した１９８世帯に対

して未支給の有無について照会を行ったものですが、この調査からは未支給があるという申出はあ

りませんでした。 

前のページに戻っていただきまして、３の（２）番です。その他のケースワーカーについても調

査をいたしました結果、書類の持ち出しや未支給などの事案は見られず、一部事務処理が遅れてい

るものについても全て係長、ＳＶが把握している状況であり特段の問題は見当たりませんでした。

この調査結果について、２月１２日に保護課の中で係長会議を開催いたしまして、結果の報告、共

有をしたところでございます。 

最後に、４、再発防止策でございます。本件は担当者が申請書等を受理、その後の処理状況が組

織内で共有できなかったことが原因であり、係共通キャビネットでの書類の保管を義務付け、個人

の机保管を禁止いたしまして、事務処理状況について徹底した見える化を図ってまいりました。あ

わせて、書類を受け取ったときに受理簿に記載し、その後電子データ化を速やかに行い、複数の職

員が進行状況を管理できるよう現在試行を行っており、４月から本格実施し未支給などの事務懈怠

の防止を図る考えでございます。 

なお、現時点では未支給がこれ以上広がる見込みは持っておりませんが、当該職員が担当してい

た世帯へ依頼した情報提供には特段期限を設けてございません。今後、問合せなどがあった場合に

は丁寧に対応していく考えでございます。 

今後、こうしたことを二度と繰り返さないよう徹底を図ってまいります。このたびは大変申し訳

ございませんでした。 

○笠井委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

○松田委員 障害児通所給付費の返還金請求状況について何点かお聞きしたいと思います。 

これまでの市の対応についてお示しください。 

○宮川福祉保険部障害福祉課主幹 中核市である本市では、事業所の指定や取消しについては指導
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監査課が行い、不正額の確定や法人への請求、回収については障害福祉課で行うこととしています。

したがいまして、行政処分後は障害福祉課が業務を引き継ぎ、指導監査課で監査を行った期間を含

め、指定取消しとなった令和７年１１月３０日までの運営について再点検、再計算し、不正請求額

の確定作業を行いました。 

請求に当たっては、法人の所在が帯広市であるため、指定取消し後、早い段階で旭川市からの撤

退が見込まれたことから不正額確定分から順次行うこととし、結果として２回に分けて請求を行っ

ております。 

○松田委員 ２回に分けて請求したとのことですが、返還はなされたのか、現在の状況をお示しく

ださい。 

○宮川福祉保険部障害福祉課主幹 取消処分となったのは、もくの木たいせつ及びもくの木ほうえ

いの２つの事業所で、いずれも令和６年４月１日から令和７年１１月３０日までの期間について再

点検を行いました。 

まず、先に確定した６８９万４千４６８円について、本年１月１３日を納期限として昨年１２月

２４日付で法人宛てに送付いたしました。納期限までに入金がなかったため１月１６日に督促状を

送付し、こちらも入金がなかったため２月６日を納期限とした催告書を１月３０日に送付いたしま

したが、現在のところ入金はありません。２回目は、１回目に請求した以外の残り全ての額であり

ます７９３万５千４円を本年２月１３日付で請求しております。こちらにつきましては、納期限を

２月２７日としております。 

○松田委員 返還金の法的な位置付けは税金のようなものかどうなのかお示しください。 

○宮川福祉保険部障害福祉課主幹 本債権は児童福祉法第５７条の２及び地方自治法第２３１条の

３第３項に基づき、公債権として取り扱うこととなります。また、本件は強制徴収公債権の扱いと

なりますので市税と同じように強制徴収を行えることから、資力がある場合は差押えをするなど手

順に沿った処理を行ってまいります。なお、１回目の督促の納期限までに返納がなかったことから

法人の所有する財産について現在調査を行っているところです。 

○松田委員 相手に十分な資力があればいいんですが、資力がないことも考えられます。今後、ど

うやって回収していくのかお示しください。 

○水上福祉保険部障害福祉課長 今後の回収については、まずは定期的に催告書を送り続けること

はもちろん、法人代表に直接連絡を行い、返済を求めているところです。あわせて、刑事告訴とい

った手法も検討しているところです。刑事告訴がイコール債権回収に直接つながるわけではありま

せんが、市民や事業所に対して、市は不正を見過ごさないという毅然とした姿勢を示せると考えて

おります。いずれにしましても、庁内の関係部署や法律の専門家の指導助言を踏まえながら、債権

回収に向けて努力してまいります。 

○松田委員 最後になりますが、本件に関する部長の受け止め方をお聞きして、この質疑を終わり

たいと思います。 

○川邊福祉保険部長 本件、杪の杜の行政処分ですが、たしか１１月末の常任委員会で報告したと

思います。内容的にも本来作られているべきプランが全く作られていないままに受給をしていたと

いったようなこと、それから調査に入って確認をしたところ日々の利用者の付け替えを行っていた、

いわゆる記録の改ざんが行われたというようなものでありました。 
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見方によって、営利企業であれば経営努力というふうな見方もできるような部分もあるかもしれ

ませんけれども、この福祉制度という視点からは非合法でありますし、許されないものであります。

この事業所の故意、悪意の程度はさておきとしながらも、やはり組織的にこうしたことを行ってお

り、看過できるものではないという受け止め、私のほうで持ちました。先ほど来、障害福祉課から

答弁してきておりますとおり、まずは、公金を不正受給した額、この回収に向けて全力を挙げると

いうところであります。それから、課長からもありましたが、併せて刑事告訴も検討をいたしてい

るところです。 

今後につきましても、こうしたケース、発生しないように日々運営指導に努め、悪質なケースが

発生した場合には毅然とした対応を取っていこうというふうに考えております。 

本件につきましては、また今後動きがあった場合には経過報告をさせていただきます。 

○笠井委員 他に御発言はございますか。 

○石川厚子委員 今、福祉保険部から３点ほど報告ありましたが、その中で、生活保護関係書類の

流出等に係る保護費未支給の調査状況についてお尋ねします。 

１月に不祥事が発覚したわけですが、直ちに調査を開始したことについては評価いたしたいと思

います。調査で金額が確認できたものといたしまして、この表の真ん中のところ、Ｂのバス代、紙

おむつ代が３万８千６３円、Ｃのタクシー代、バス代が６千２１０円、Ｄの検診料が３万２千４０

円、この３つ合わせますと７万６千３１３円ということで、先月報告されました４万２千９１２円

を上回っておりますが、まず、このことに対する受け止めをお尋ねします。 

○高桑福祉保険部生活支援課長 当該職員が起こした不適切な行為の衝撃があまりにも大きかった

ことから、当初は未支給事案がさらに広がることを覚悟して調査に臨みました。職員が過去に担当

した全世帯への情報提供依頼に対しまして問合せはありましたものの、未支給の申出は１件もなく、

結果としては我々の内部の突合調査などで発見した範囲にとどまりました。保護課全体におきまし

ても事務処理の遅れが見られた一部の職員はおりましたが、査察指導員や周囲の職員の管理やサポ

ートを受けており、長期の書類の私的保管や長期間未支給の事案も確認されませんでした。 

これらの結果を受けまして、当初の覚悟を思えば安堵している部分も正直ございますが、未支給

額については調査しても確定が困難な部分があることも分かってきたところでありまして、いずれ

にしても、今ある未支給事案となっているものの処理を速やかに進めていかなければならないとい

うふうに考えております。 

○石川厚子委員 長期間の未支給ですとか長期にわたり机の中に書類を入れている、そういった職

員はいなかったということで、まずはよかったかなというふうに思います。 

この表の右側、Ｅに関しましては利用回数や金額は確認できないとのことなんですが、今後この

調査を進めていくことで確認できる、そういった見込みはあるのでしょうか。 

○高桑福祉保険部生活支援課長 通院日数につきましては病院への紹介で把握できますが、タクシ

ー料金は確認することができず、紙おむつの購入状況なども、毎月実績のある方でない場合、確認

は困難でございます。この状況から、１年以上も前のことについて明確な根拠を見いだすことはで

きず、今後さらに時間をかけて調査しても新たな根拠が見つかる可能性はほとんどないと考えてお

りますが、その方は紙おむつが必要だったこと、タクシーを利用しなければ通院ができない身体状

況であったことは確かでございますので、過去の利用状況などに基づき金額を推計し、その額を支
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給させていただくことで、年度内には対応を完了させたいと考えております。 

○石川厚子委員 確認するのは難しいとのことですが、紙おむつ代やタクシー代については年度内

には支払うよということなんだと思います。 

再発防止策といたしまして、個人の机での保管を禁止し係のキャビネットで管理する見える化を

開始したようですが、この見える化の進捗状況はどのようになっているでしょうか。 

○高桑福祉保険部生活支援課長 このたびの事態によりまして、生活支援課、保護課の職員の誰も

が申請書などを机の中にしまい込まれれば、それを把握するすべはなく、取り返しのつかない事態

を生む危険性があるということを改めて痛感いたしました。いわゆる書類の受理状況や処理状況の

見える化につきましては全職員がその必要性を認識したところであり、２月からは全係で試行する

ことができておりまして、４月から本格実施できるものと考えております。 

○石川厚子委員 見える化につきましては２月から全係で試行しているとのことですね。 

また、複数職員による申請事実の確認及び申請書受理簿への記載、電子データと申請書原本の突

合も実施するとのことなんですが、この進捗状況についてもお示しいただきたいと思います。 

○高桑福祉保険部生活支援課長 再発防止策のうち重層的なチェック体制の構築に関しましては、

ケースワーカーや査察指導員にとって事務作業が増えることになりますので、病休並びに育休とな

っている職員が少なくない保護課の現状では、複数職員による確認や事務処理を１００％完遂する

ことが難しい部分があることは否めません。そのため、全職員の実施にはまだ至っておりません。

現在行っている試行により事務量を検証し、現場の声を聞きながら課題の改善を図り、これも４月

から本格実施につなげてまいりたいと考えております。 

○石川厚子委員 複数職員によるチェックが難しいというのはケースワーカー不足というのも原因

の一つだというふうに感じます。先月、小田原市を視察したという話しさせていただいたんですが、

小田原市では法定数どおりケースワーカーが配置されております。旭川もそのようにすべきと考え

ます。 

最後になんですけれども、このたび、起こってはならないこのような不祥事が起こってしまった

わけなんですが、今後の改善策につきまして改めて部長の見解をお伺いします。 

○川邊福祉保険部長 先ほど来、課長の答弁にもございましたように、このたびの事態の原因にな

ったのは、ケースワーカーが申請書類などを私的な文書とともに自身の机の引き出しで保管できる

ような状況になっていたこと、これは間違いございません。これについては一定の再発防止策を講

じてまいりました。ただ、これはあくまでも事務の流れだけの話でございます。 

今回もう一つ、私、問題を感じているのは、公文書を自宅に持ち帰った上にそれを廃棄してしま

ったということであります。これ、公の仕事を預かる我々公務員としてはあってはならないことで

あります。さらに、長期間の未支給についても責任を持って業務に取り組むといったような基本的

な意識の欠如もうかがわれるというものでございます。 

こうした我々公務員としての意識、倫理観について再度徹底を図ることが必要と考えまして、事

案発生時から部内で緊急の訓示ですとか保護課内でも緊急の係長会議などを開催してきたところで

あります。今回の事案を一過性の不祥事で終わらせるものではなくて、今後も定例で行っている部

内のケースワーカー研修などにおいて、いま一度徹底を図り、このような不祥事を二度と繰り返さ

ないよう事務改善、それから意識改革など両面から取り組んでいく所存でございます。 
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○石川厚子委員 今、部長のほうからるる述べられましたが、このような不祥事、二度と起こらな

いよう指摘いたしまして、私の質疑を終わらせていただきます。 

○笠井委員長 他に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○笠井委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席して

いただいて結構です。 

次に、令和７年度ゾーニング検討の経過等について、理事者から報告願います。 

○太田環境部長 本年度に実施いたしましたゾーニングの経過等について報告をさせていただきま

す。 

資料の１ページ目を御覧ください。初めに、ゾーニングの目的につきましては、本市が世界に誇

る都市と自然との調和を守りつつ、ＧＸ、ＤＸ、ＡＩ産業の集積による社会的、経済的に持続可能

な未来を実現するため、地域との合意、自然環境や生活環境への配慮、災害の防止を図り、無秩序

な再エネ開発を抑止するものとしてございます。また、保全すべきエリアを明確化し地域の環境を

保全する、導入の適地を見える化し再エネの効率的な導入を促進する、地域関係者との合意形成を

促しトラブルを防止するといった効果を期待しているところでもございます。 

次に、対象についてでございますが、対象地域は市内全域、対象再エネは地上設置型の太陽光及

び陸上風力としてございます。下の図のほうにはそれぞれのポテンシャルを示してございますが、

太陽光発電に対する地域特性はポテンシャルの高いエリアに農地が多く、農地以外では林地や都市

計画上の用途地域などが多いというものであり、総ポテンシャル量は約４．８ギガワットとなって

ございます。また、陸上風力発電に対する地域特性は、ポテンシャルの高いエリアは主に本市の南

西部に集中しており、その大部分は保安林というものであり、総ポテンシャル量は約１．９ギガワ

ットとなっております。 

続いて、資料の２ページ目を御覧ください。ゾーニングの位置付けについてでございますが、地

域における合意形成が図られ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する地域共生型の再エネ開発のた

めに活用するほか、環境配慮事項を整理するとともに再エネ開発に関するガイドラインなどの法的

仕組みの構築にも活用しようと考えてございます。また、事業者の留意点といたしまして、再エネ

開発の計画を策定する際に関連法令等に基づく必要な手続や措置を講じるほか、環境配慮事項等を

確認し、必要な調査や対策等を実施することとなります。 

次に、作成手順についてでございますが、初めに、文献調査、ヒアリング等による情報の収集、

整理を行い、多様な主体で構成する旭川市ＧＸ懇談会での意見交換等を踏まえながら、保全エリア

と保全エリア以外を区分する一次ゾーニングを行いました。その後、保全エリア以外を保全に近い

調整エリア、調整エリア、配慮エリア、促進検討エリアに区分する二次ゾーニングを経て、本年の

１月２８日に開催されました４回目のＧＸ懇談会にてゾーニングマップ素案を取りまとめたところ

でございます。 

続いて、資料の３ページを御覧ください。エリアの定義についてでございます。エリアは５つご

ざいますが、上から、法令等により環境保全を優先するエリアを保全エリア、環境保全等に対する

考慮が必要なエリアのうち再エネ導入の難易度が高いエリアを保全に近い調整エリア、それ以外を

調整エリア、また、再エネの導入に当たって留意事項が含まれるエリアを配慮エリア、最後に、調
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整エリア及び配慮エリア内で環境面、社会面から再エネ導入の促進検討が可能なエリアを促進検討

エリアと定義しているところでございます。 

次に、ゾーニングの考え方でございますが、初めに、国の環境配慮基準及び道の環境配慮基準に

基づき、促進区域から除外または不適切なものを保全エリアとし、それ以外のエリアのうち、道の

環境配慮基準において促進区域に含めることが適切ではないが一定の条件で促進区域に含めること

ができるエリアや促進区域の設定に当たり考慮すべきとされたエリア、また、本市独自の判断で環

境保全や防災等の観点から考慮が必要と判断したエリアの中から土地改変行為に対する法令上の規

制ですとか、国、道、市の計画等で特に重要な区域としての位置付けなどから、保全に近い調整エ

リアと調整エリアを設定、それ以外を配慮エリアに設定するという考え方でございますが、調査の

結果、本市において配慮エリアは該当なしとなってございます。 

続いて、４ページ目を御覧ください。ゾーニングマップの素案についてでございます。まず、地

上設置型太陽光発電につきましては、農地と非農地での状況を分析し、農地については国が営農型

太陽光発電導入を推進していることや市内農家の関心の高さなどから、高齢化や後継者不足といっ

た農家が抱える課題等の解決に向け農業への影響を最小にすることを前提とした導入可能性を探る

ものとし、非農地については行き過ぎた導入が地域とのあつれきを生み出していることなどを踏ま

え、慎重な対応が必要なことを前提とした導入可能性を探るものとし、資料の左下にございますよ

うに、営農型と非営農型に分けて促進エリアと検討エリアの素案を取りまとめております。特徴と

しましては保全エリア、保全に近いエリアが郊外に広く存在し、促進検討エリアは工業団地の近辺

等に点在しているという状況になってございます。 

次に、陸上風力発電につきましては、データセンター等の大口需要家の誘致可能性を高めること、

ポテンシャルの高いエリアの大部分が保安林であることを踏まえ、自然環境や地域との共生、特に

保安林との調整等を図りながら、本市における新たな産業、雇用の創出等による持続可能な地域社

会の実現を目指し、資料の右側の下にございます図面のとおり、促進検討エリアの素案を取りまと

めたところでございます。特徴といたしましては保全エリアは太陽光と同じように郊外に広く存在

する一方、保全に近い調整エリアは郊外に点在し、また、促進検討エリアは神居山を起点に南に延

びる尾根沿いに集中しているといったところでございます。 

最後に、５ページ目を御覧ください。ガイドラインの素案についてでございます。保全エリアに

つきましては再エネ発電設備の設置が不可となりますが、それ以外のエリアについては法令やガイ

ドラインの遵守を条件に設置を可とし、設置に当たっての配慮、本市との事前協議や地域住民への

事前周知、地域住民の理解や同意、各種届出、設置後の管理について規律を定めるものとしてござ

います。 

次に、ガイドラインを踏まえた事業フローについてですが、事前着手前に事業者が市に事前協議

書を提出し、市が事業内容や配慮事項等について確認、その後、その事前協議結果に基づき、地域

住民への事前周知、環境影響調査等を実施するものとします。ここで、住民の理解や同意が得られ

なかった場合には事業の中止や再検討となりますが、理解や同意が得られた場合は設備設置計画書

を市に提出し、市がその内容を確認し受理をした後に工事着手届を提出し、工事に着手していくと

いうことになります。工事終了後におきましても、事業者には年度ごとの事業報告書の提出を求め、

市として事業が適切に履行されていることを確認してまいります。 
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なお、ゾーニングマップやガイドラインにつきましては、素案を踏まえ次年度においてＧＸ懇談

会での意見交換等を踏まえながら案を作成し、パブリックコメントを実施、確定、施行するほか、

条例についても併せて制定していく考えでございます。 

環境部からの報告は以上でございます。 

○笠井委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○笠井委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席して

いただいて結構です。 

次に、４、その他の常任委員会における取組テーマについてを議題といたします。 

令和６年１０月８日の議会運営委員会において全会一致となった、常任委員会ごとにテーマを決

め、委員間討議を積極的に取り入れ、政策提言等に向けた検討と議論に努めるに基づき、民生常任

委員会としては、終活支援における行政の役割と支援体制の整備についてを今期の委員会における

取組テーマとし、政策提言等に結びつくような運営を行っていくこととしたいと考えておりますが、

そのように扱わせていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○笠井委員長 それでは、そのとおり扱うことといたします。 

以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

その他、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○笠井委員長 それでは、本日の委員会はこれをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１１時０８分 

 

 


